
平成１９年（２００７年）８月

２

定
例
会
の
最
終
日
に
次
の
意
見
書

（
議
員
提
出
議
案
）
を
上
程
し
、
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。
可
決

し
た
意
見
書
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を

は
じ
め
関
係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。

異
常
気
象
に
よ
る
災
害
対
策
や
地

球
温
暖
化
対
策
の
強
化
・
拡
充
を

求
め
る
意
見
書

　

数
十
年
に
一
度
と
い
う
レ
ベ
ル
の

異
常
気
象
が
こ
の
と
こ
ろ
頻
発
し
て

い
る
。
温
帯
低
気
圧
が
台
風
並
み
に

猛
威
を
ふ
る
い
、
そ
れ
に
伴
う
洪
水

や
土
砂
災
害
、
さ
ら
に
は
集
中
豪
雨

や
竜
巻
の
頻
発
な
ど
に
よ
り
、
多
く

の
人
命
が
失
わ
れ
、
家
屋
や
公
共
施

設
、
農
作
物
に
も
甚
大
な
被
害
が
も

た
ら
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
海
岸
浸

食
の
進
行
や
夏
の
猛
暑
も
例
年
化
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
異
常
気
象
や
猛

暑
は
、
地
球
温
暖
化
に
よ
る
疑
い
が

濃
厚
で
あ
る
と
多
く
の
識
者
が
指
摘

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
環
境
立
国

を
め
ざ
す
日
本
は
、
海
岸
保
全
や
防

災
の
た
め
の
施
策
は
も
ち
ろ
ん
、
確

実
に
地
球
環
境
を
蝕
ん
で
い
る
地
球

温
暖
化
を
防
止
す
る
た
め
の
抜
本
的

な
施
策
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。
以
上

の
観
点
か
ら
下
記
の
事
項
に
つ
い
て

国
に
強
く
要
望
す
る
。

記

１.

集
中
豪
雨
等
に
よ
る
災
害
に
強

い
堤
防
や
道
路
等
の
基
盤
整
備
、

ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
積
極
的
に

進
め
る
こ
と

２.

集
中
豪
雨
や
竜
巻
等
の
局
地
予

報
体
制
の
充
実
の
た
め
に
、
集
中

豪
雨
や
竜
巻
発
生
の
短
時
間
予
測

が
可
能
な
ド
ッ
プ
ラ
ー
レ
ー
ダ
ー

を
計
画
中
の
と
こ
ろ
以
外
に
も
増

や
す
と
同
時
に
、
緊
急
避
難
が
無

事
で
き
る
よ
う
体
制
を
確
立
す
る

こ
と

３.

学
校
施
設
や
事
業
所
等
の
屋
上

　

緑
化
、
壁
面
緑
化
（
緑
の
カ
ー
テ

ン
）
の
ほ
か
、
環
境
に
優
し
い
エ

コ
ス
ク
ー
ル
の
推
進
、
自
然
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
活
用
を
組
み
合
わ
せ
て

教
室
や
図
書
館
等
へ
の
扇
風
機
や

ク
ー
ラ
ー
等
の
導
入
を
図
る
こ
と

な
ど
を
、
積
極
的
に
進
め
る
こ
と

４.

森
林
資
源
な
ど
の
バ
イ
オ
マ
ス

や
太
陽
光
な
ど
の
自
然
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
積
極
的
利
用
を
進
め
る
と
共

に
、
バ
イ
オ
マ
ス
タ
ウ
ン
の
拡
大

や
関
係
の
法
改
正
等
に
取
り
組
む

こ
と

５.

今
国
会
で
成
立
し
た
「
環
境
配

慮
契
約
法
」
を
実
効
性
の
あ
る
も

の
と
す
る
た
め
、
ま
ず
国
が
率
先

し
て
温
室
効
果
ガ
ス
等
の
排
出
の

削
減
に
配
慮
し
た
契
約
の
推
進
を

積
極
的
に
行
う
こ
と

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第　

条
の
規

９９

定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成　

年
６
月　

日　
　
　
　
　
　

１９

２０埼
玉
県
八
潮
市
議
会

提
出
先　

衆
議
院
議
長
・
参
議
院
議

長
・
内
閣
総
理
大
臣
・
環
境
大
臣

る
な
ど
事
実
上
婚
姻
関
係
が
破
綻
し

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
も
、

「
離
婚
前
」
の
妊
娠
に
つ
い
て
は
、

民
法
第
７
７
２
条
の
推
定
が
適
用
さ

れ
る
た
め
、
多
く
の
子
ど
も
は
い
ま

だ
に
戸
籍
を
作
成
さ
れ
な
い
ま
ま
の

状
態
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
子
ど
も
の
不
利
益
を
な

く
す
た
め
、
早
期
に
民
法
第
７
７
２

条
の
規
定
を
改
正
す
る
よ
う
検
討
さ

れ
る
こ
と
を
求
め
ま
す
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第　

条
の
規

９９

定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成　

年
６
月　

日

１９

２０埼
玉
県
八
潮
市
議
会

提
出
先　

衆
議
院
議
長
・
参
議
院
議

長
・
内
閣
総
理
大
臣
・
総
務
大
臣

民
法
第
７
７
２
条
の
早
期
改
正
を

求
め
る
意
見
書

　

民
法
第
７
７
２
条
は
、「
妻
が
婚
姻

中
に
懐
胎
し
た
子
は
、
夫
の
子
と
推

定
す
る
。」
ま
た
第
２
項
は
、「
婚
姻

成
立
の
日
か
ら
二
百
日
を
経
過
し
た

後
又
は
婚
姻
の
解
消
若
し
く
は
取
消

し
の
日
か
ら
三
百
日
以
内
に
生
ま
れ

た
子
は
、
婚
姻
中
に
懐
胎
し
た
も
の

と
推
定
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
ま

す
。

　

こ
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
女
性
が

離
婚
後
に
妊
娠
し
た
子
ど
も
や
、
再

婚
後
に
出
産
し
た
子
ど
も
で
あ
っ
て

も
、
離
婚
後
３
０
０
日
以
内
で
あ
れ

ば
、
離
婚
前
の
夫
の
戸
籍
に
記
載
さ

れ
、
実
父
母
の
戸
籍
に
記
載
さ
れ
な

か
っ
た
り
、
入
籍
で
き
て
も
前
夫
の

名
前
と
「
親
子
関
係
不
存
在
」
と
記

載
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か

も
家
裁
へ
の
調
停
申
し
立
て
手
続
き

や
、
前
夫
の
証
言
が
必
要
に
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
子
ど
も

に
と
っ
て
の
不
利
益
を
避
け
る
た
め

に
、
出
生
届
が
提
出
さ
れ
ず
、
子
ど

も
の
戸
籍
が
作
成
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス

が
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
て
お
り
、
社
会
問
題
化
し
て

い
ま
す
。

　

総
務
省
は
今
年
５
月
か
ら
、
離
婚

後
３
０
０
日
以
内
の
出
生
で
あ
っ
て

も
、
離
婚
後
の
妊
娠
で
あ
る
と
す
る

医
師
の
証
明
が
あ
れ
ば
「
民
法
第
７

７
２
条
の
推
定
が
お
よ
ば
な
い
」
特

例
を
通
達
し
ま
し
た
が
、
こ
の
措
置

に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
子
ど
も
は
一

部
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

特
に
Ｄ
Ｖ
な
ど
に
よ
っ
て
離
婚
協

議
自
体
が
進
め
ら
れ
な
い
場
合
も
多

く
あ
り
ま
す
。
長
期
間
別
居
し
て
い

意　

見　

書

●第２回定例会日程●

本　　　会　　　議

開会 ､開議 ､会議録署名議員の指名、会期の決定、諸報告、議

案第３９号～４９号までの上程及び提案理由の説明

６月１日

本　　　会　　　議

総括質疑（議案に対する質疑）、議案の委員会付託
１１日

総務文教常任委員会１２日

建設水道常任委員会１３日

民経消防常任委員会１４日

本会議（一般質問）１５日

本会議（一般質問）１８日

本会議（一般質問）１９日

本　　　会　　　議

委員会報告、質疑 ､討論 ､採決、追加議案（議第４号～５号議案）

の上程及び提案理由の説明、質疑、討論、採決、閉会

２０日

　

平
成　

年
第
２
回
定
例
会
で
行
わ

１９

れ
た
一
般
質
問
事
項
（
抜
粋
）
に
つ

い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　

な
お
、
そ
の
他
の
質
問
に
つ
い
て

は
４
ペ
ー
ジ
以
降
の
「
一
般
質
問
Ｑ

＆
Ａ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
市
内
の
案
内
標
識
に
つ
い
て
▼
河

川
の
不
法
係
留
や
廃
船
対
策
に
つ
い

て
▼
小
、
中
学
校
給
食
に
お
け
る
ア

ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て
▼
障
害
者
福
祉

に
お
け
る
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
の
発
行

と
手
続
き
に
つ
い
て
▼
具
体
的
な
本

市
の
温
暖
化
対
策
に
つ
い
て
▼
大
原

公
園
に
つ
い
て
▼
補
助
金
に
つ
い
て

▼
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
条
例
に
つ
い
て
▼

給
食
費
滞
納
に
つ
い
て
▼
小
中
一
貫

教
育
に
つ
い
て
▼
八
潮
市
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
の
路
線
延
線
に
つ
い
て
▼

防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
に
つ
い
て

▼
観
光
施
策
に
つ
い
て
▼
国
保
行
政

に
つ
い
て
▼
柿
木
第
二
清
掃
工
場
改

修
工
事
に
つ
い
て
▼
介
護
保
険
法
の

施
策
に
つ
い
て
▼
感
染
症
（
麻
疹
）

対
策
に
つ
い
て
▼
教
育
フ
ァ
ー
ム
に

つ
い
て
▼
公
共
下
水
道
事
業
に
つ
い

て
▼
消
防
行
政
に
つ
い
て
▼
生
活
保

護
行
政
に
つ
い
て
▼
南
部
西
地
区
の

整
備
状
況
に
つ
い
て
▼
公
共
下
水
道

に
つ
い
て
▼
首
都
高
速
道
路
八
潮
パ

ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
に
つ
い
て
▼
防
犯

対
策
に
つ
い
て
▼
戸
籍
の
電
子
化
に

伴
う
配
慮
に
つ
い
て
▼
「
多
重
債
務

者
問
題
」
へ
の
市
の
取
組
み
に
つ
い

て
▼
全
国
学
力
調
査
に
つ
い
て
▼

「
マ
タ
ニ
テ
ィ
マ
ー
ク
」
の
積
極
的

な
推
進
に
つ
い
て
▼
開
票
時
間
の
短

縮
に
つ
い
て
▼
第
４
次
総
合
計
画
後

期
基
本
計
画
策
定
に
つ
い
て
▼
小
中

一
貫
教
育
に
つ
い
て
▼
八
潮
駅
北
口

周
辺
整
備
に
つ
い
て
▼
都
市
計
画
道

路
、
草
加
三
郷
線
の
整
備
及
び
柳
之

宮
橋
の
渋
滞
解
消
に
つ
い
て

一
般
質
問
事
項
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